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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源を供給する電線と、
　前記電線の電線軸方向中間において該電線の導体に電気的に接続する電線側端子と、
　前記電線側端子の部分を覆うように前記電線に取り付く電線収納部、及び前記嵌合接続
凹部に嵌合するカバー側嵌合部を有するカバー部材と、
　電子部品と、
　前記電子部品を収納する凹状の部分として形成される電子部品収納凹部と、該電子部品
収納凹部と隔壁によって隔てられる嵌合接続凹部と、ヒンジを介して前記電子部品収納凹
部の開口縁部に連続する収納凹部カバーとを有するケースと、
　前記ケースと、前記ケースに形成される前記嵌合接続凹部に取り付けられ、第一接続部
の一部を形成する中継端子と、前記ケースに形成される前記電子部品収納凹部に収納され
前記中継端子とともに前記第一接続部を形成する脚部とを備える前記電子部品とからなる
ユニット本体と、
　を備え、
　前記電線に接続される前記電線側端子を前記カバー部材に組み付けて予めカバー組付電
線を形成し、該カバー組付電線を前記ユニット本体の前記嵌合接続凹部に嵌合させること
によって前記第一接続部と前記電線側端子との接続を行い、前記カバー部材と前記ユニッ
ト本体とによって構成される電子部品内蔵ユニットと前記カバー組付電線との接続を図り
、前記収納凹部カバーを閉じて前記電子部品収納凹部の開口縁部に係止させ前記電子部品
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を押さえつけて前記電線と前記電子部品内蔵ユニットとの接続を行う
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、
　前記電線収納部の、前記電線側端子を挟む電線軸方向両側となる位置に、前記電線を支
持する電線支持部を形成する
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、
　前記カバー部材の構造として、内側に前記電線収納部、外側に前記嵌合接続凹部に差し
込まれてガイド可能なケース挿入ガイド部、さらに該ケース挿入ガイド部に形成される前
記カバー側嵌合部を含む
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、
　前記ケース挿入ガイド部及び前記電線収納部に、端子保護部としての機能を持たせる
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造にお
いて、
　前記第一接続部の構成として、前記電線側端子に対し弾性的に接触するバネ接点を含む
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造にお
いて、
　前記嵌合接続凹部又は前記第一接続部に、前記カバー部材の向きに応じて前記カバー組
付電線の嵌合を規制する嵌合規制部を形成する
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造にお
いて、
　前記電線収納部及び前記電線側端子に、前記電線収納部における前記電線側端子の電線
軸方向位置決めとなる端子位置決め機構を形成する
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造にお
いて、
　前記電線収納部及び前記電線側端子に、前記電線収納部における前記電線側端子の電線
軸直交方向の移動を許容して前記第一接続部との調芯を図る調芯機構を形成する
　ことを特徴とする電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線と、電子部品を内蔵した電子部品内蔵ユニットとの接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、自動車等に装備される各種センサ等では、ホーンやワイパモータのような高周
波成分を持った雑音源からの伝導ノイズや、ネオンサイン等からの外来ノイズや、誘導ノ
イズ等が電線を伝わって入力されることがあり、これによって誤作動を引き起こしてしま
うという問題が生じている。従来、上記のノイズを除去するために、下記特許文献１や下
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記特許文献２に開示されるようなノイズ防止具や素子内蔵ユニットを電線の中間に設ける
ことが提案されている。
【０００３】
　下記特許文献１に開示された技術はノイズ防止具であり、このノイズ防止具は、電線の
中間を覆うように収容する上側樹脂カバー及び下側樹脂カバーを備え、下側樹脂カバーに
は、導体部がメッキによって形成されている。この導体部の一端には、電線の中間を圧接
するための圧接刃が下側樹脂カバーの底面（内面）から突出するように設けられている。
導体部の中間には、チップ型コンデンサが取り付けられている。チップ型コンデンサは、
導体部のメッキによって固定されている。すなわち、メッキを施して初めて固着されるよ
うになっている。導体部の他端は、下側樹脂カバーの貫通孔を介してこの下側樹脂カバー
の外面にまでにのびるように形成されている。具体的には、下側樹脂カバーの外面に設け
られた係止用クリップの表面全体に導体部の他端が形成されている。ノイズ防止具は、係
止用クリップを車両ボディに係止すると、ボディアースを図ることができるようになって
いる。
【０００４】
　下記特許文献２に開示された技術は、電線と素子品内蔵ユニットとの接続構造であり、
絶縁性を有するユニット内部樹脂カバーを設けて、上下樹脂カバーの内部空間を電線収容
空間と素子収容空間とに区切り、且つ、電線の中間には導体に導通する電線側端子を設け
、電線の中間を電線収容空間側に配置すると、電線側端子はユニット内部樹脂カバーに設
けられた端子差し込み穴を介して電線収容空間から素子収容空間に差し込まれ、そして、
素子収容空間側の素子を含む回路に接続されるようになっている。
【特許文献１】特開平２－２９５１９９号公報
【特許文献２】特開２００６－１０９５８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記従来技術のノイズ防止具にあっては、電線に外力が加わるとカバーとと
もに圧接部分も外れてしまうという問題点を有している。すなわち、ノイズ防止具は、電
気的な接続に係る部分が強度不足になっているという問題点を有している。
【０００６】
　これに対して、上記従来技術の接続構造にあっては、電線に外力が加わっても問題なく
強度不足を解消することができるものの、カバーや電線が別々に組み付けられる構造とな
るので、作業性が悪くなることや、電線の挟み込みの発生や、電線側端子の傷付き・曲が
りの発生等が懸念されるという問題点を有している。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、作業性の向上を図るとともに、電線
の挟み込みや電線側端子の傷付き等を防止することが可能な、電線と電子部品内蔵ユニッ
トとの接続構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニッ
トとの接続構造は、電源を供給する電線と、前記電線の電線軸方向中間において該電線の
導体に電気的に接続する電線側端子と、前記電線側端子の部分を覆うように前記電線に取
り付く電線収納部、及び前記嵌合接続凹部に嵌合するカバー側嵌合部を有するカバー部材
と、電子部品と、前記電子部品を収納する凹状の部分として形成される電子部品収納凹部
と、該電子部品収納凹部と隔壁によって隔てられる嵌合接続凹部と、ヒンジを介して前記
電子部品収納凹部の開口縁部に連続する収納凹部カバーとを有するケースと、前記ケース
と、前記ケースに形成される嵌合接続凹部に取り付けられ、第一接続部の一部を形成する
中継端子と、前記ケースに形成される前記電子部品収納凹部に収納され前記中継端子とと
もに前記第一接続部を形成する脚部とを備える電子部品とからなるユニット本体と、を備
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え、前記電線に接続される前記電線側端子を前記カバー部材に組み付けて予めカバー組付
電線を形成し、該カバー組付電線を前記ユニット本体の嵌合接続凹部に嵌合させることに
よって前記第一接続部と前記電線側端子との接続を行い、前記カバー部材と前記ユニット
本体とによって構成される電子部品内蔵ユニットと前記カバー組付電線との接続を図り、
前記収納凹部カバーを閉じて前記電子部品収納凹部の開口縁部に係止させ前記電子部品を
押さえつけて前記電線と前記電子部品内蔵ユニットとの接続を行うことを特徴としている
。
【０００９】
　このような特徴を有する本発明によれば、電線とカバー部材とケースとが別々に組み付
けられるのではなく、予め電線とカバー部材とでカバー組付電線が形成され、このカバー
組付電線を用いてケースにおける嵌合接続凹部で嵌合及び接続が行われる。カバー組付電
線を用いての嵌合及び接続であることから、作業性良く組み付けが行われる。また、本発
明によれば、カバー部材は、電線に設けられる電線側端子の部分を覆うように取り付くこ
とから、カバー組付電線を用いての嵌合及び接続の際に、電線の挟み込みや電線側端子の
傷付き等が防止される。
【００１０】
　請求項２記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１に記載
の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記電線収納部の、前記電線側端
子を挟む電線軸方向両側となる位置に、前記電線を支持する電線支持部を形成することを
特徴としている。
【００１１】
　このような特徴を有する本発明によれば、電線が支持されることで、嵌合及び接続の部
分において電線の水平状態が保たれる。これにより、電線曲がりや斜め挿入等が防止され
、スムーズな作業が行われる。また、電線が支持されることで、カバー部材と嵌合接続凹
部との間の電線挟み込みも防止される。さらに、電線が支持されることで、電線に外力が
加わっても接続に影響を来さないようにすることが可能になる。尚、圧入状態での支持も
含むものとする。
【００１２】
　請求項３記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１又は請
求項２に記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記カバー部材の構
造として、内側に前記電線収納部、外側に前記嵌合接続凹部に差し込まれてガイド可能な
ケース挿入ガイド部、さらに該ケース挿入ガイド部に形成される前記カバー側嵌合部を含
むことを特徴としている。
【００１３】
　このような特徴を有する本発明によれば、カバー組付電線は嵌合接続凹部への嵌合及び
接続の際に、ケース挿入ガイド部が嵌合接続凹部に差し込まれてガイドされる。本発明に
よれば、カバー部材の構造によりスムーズな作業が可能になる。
【００１４】
　請求項４記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項３に記載
の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記ケース挿入ガイド部及び前記
電線収納部に、端子保護部としての機能を持たせることを特徴としている。
【００１５】
　このような特徴を有する本発明によれば、電線収納部に収納された電線側端子は、この
電線収納部及びケース挿入ガイド部にて保護される。本発明によれば、電線側端子の傷付
き等が防止される。
【００１６】
　請求項５記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１ないし
請求項４いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記第一接
続部の構成として、前記電線側端子に対し弾性的に接触するバネ接点を含むことを特徴と
している。
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【００１７】
　このような特徴を有する本発明によれば、嵌合接続凹部への嵌合及び接続の際に、カバ
ー組付電線の電線側端子が第一接続部のバネ接点に接触する。これにより、電線と電子部
品との電気的な接続が確保される。電線側端子とバネ接点との接触は、最大、バネ接点の
撓みの範囲で確保される。
【００１８】
　請求項６記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１ないし
請求項５いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記嵌合接
続凹部又は前記第一接続部に、前記カバー部材の向きに応じて前記カバー組付電線の嵌合
を規制する嵌合規制部を形成することを特徴としている。
【００１９】
　このような特徴を有する本発明によれば、嵌合接続凹部への嵌合及び接続の際に、カバ
ー組付電線におけるカバー部材の向きが異なると、嵌合接続凹部への嵌合が規制される。
すなわち、嵌合規制部に例えば当接したりして嵌合ができないようになる。これにより、
電線側端子が第一接続部に対して強制的に接続されることがなく、結果、電線側端子や第
一接続部の傷付き等が防止される。
【００２０】
　請求項７記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１ないし
請求項６いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記電線収
納部及び前記電線側端子に、前記電線収納部における前記電線側端子の電線軸方向位置決
めとなる端子位置決め機構を形成することを特徴としている。
【００２１】
　このような特徴を有する本発明によれば、電線側端子の位置が決まることで、この電線
側端子と第一接続部との接続がスムーズに行われる。また、接続後の状態も安定する。
【００２２】
　請求項８記載の本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造は、請求項１ないし
請求項７いずれか記載の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造において、前記電線収
納部及び前記電線側端子に、前記電線収納部における前記電線側端子の電線軸直交方向の
移動を許容して前記第一接続部との調芯を図る調芯機構を形成することを特徴としている
。
【００２３】
　このような特徴を有する本発明によれば、電線軸直交方向にガタ付きが積極的に設けら
れ、このガタ付きの範囲で接続時の調芯が図られる。本発明は、請求項５に記載の発明の
時に最も効果的である。本発明によれば、電線側端子と第一接続部との接続がスムーズに
行われる。また、接続後の状態も安定する。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１に記載された本発明によれば、カバー組付電線を用いての嵌合及び接続により
、従来と比べて作業性の向上を図ることができるとともに、電線の挟み込みや電線側端子
の傷付き等も防止することができるという効果を奏する。
【００２５】
　請求項２に記載された本発明によれば、電線支持部を形成することにより、作業性の更
なる向上を図ることができるという効果を奏する。また、外部からの影響を低減すること
ができるという効果も奏する。
【００２６】
　請求項３に記載された本発明によれば、カバー部材の構造により、作業性の更なる向上
を図ることができるという効果を奏する。
【００２７】
　請求項４に記載された本発明によれば、端子保護部としての機能により、電線側端子の
傷付き等をより一層効果的に防止することができるという効果を奏する。



(6) JP 4850577 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【００２８】
　請求項５に記載された本発明によれば、バネ接点を含む第一接続部の構成により、電線
と電子部品との電気的な接続の確保に寄与することができるという効果を奏する。
【００２９】
　請求項６に記載された本発明によれば、嵌合規制部を形成することにより、誤組み付け
時の電線側端子の第一接続部に対する強制的な接続を回避することができる。従って、電
線側端子や第一接続部の傷付き等を防止することができるという効果を奏する。
【００３０】
　請求項７に記載された本発明によれば、端子位置決め機構を形成することにより、電気
的な接続に係るより一層の向上を図ることができる。従って、接続信頼性の向上に寄与す
ることができるという効果を奏する。
【００３１】
　請求項８に記載された本発明によれば、調芯機構を形成することにより、電気的な接続
に係るより一層の向上を図ることができる。従って、接続信頼性の向上に寄与することが
できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの
接続構造の一実施の形態を示す分解斜視図である。また、図２はカバー組付電線の分解斜
視図、図３（ａ）はユニット本体の斜視図、図３（ｂ）は図３（ａ）におけるバネ接点の
拡大斜視図、図４は電線の中間に電子部品内蔵ユニットを取り付けた状態を示す斜視図、
図５は図４のＡ－Ａ線断面図、図６は第一接続部を構成する中継端子の斜視図である。さ
らに、図７はカバー部材の向きを正規の向きとは異ならせて嵌合させようとする状態の図
、図８は図７の状態からカバー部材の側壁が嵌合規制部に当接して嵌合が規制される状態
を示す図である。
【００３３】
　図１において、引用符号１は既知の電線を示している。また、引用符号２は電線１の中
間３に接続される電子部品内蔵ユニットを示している。電子部品内蔵ユニット２は、予め
電線１の中間３に取り付いてカバー組付電線４を構成するカバー部材５と、カバー組付電
線４の嵌合により電気的な接続がなされるユニット本体６とを備えて構成されている。ユ
ニット本体６は、ケース７と電子部品８とアース端子９とを備えて構成されている。以下
、図１ないし図６を参照しながら各構成について説明する（構成の説明の後に組み付けに
ついて説明する）。
【００３４】
　電子部品内蔵ユニット２は、後述の説明からも分かるようになるが、本形態においてノ
イズフィルタとして機能するように構成されている（この限りではないものとする）。
【００３５】
　本形態の説明において、特に限定するものではないが、電線１は自動車等の車両に配索
されるようになっている（車両以外にも適用可能であるものとする）。また、素子内蔵ユ
ニット２は、車両ボディに対して係止されるようになっている。
【００３６】
　電線１は、ワイヤハーネスを構成する複数の電線のうちの一本、又は単独の電線であっ
て、導体１０と、この導体１０を被覆する絶縁性の被覆部１１とを備えて構成されている
。このような電線１の中間３には、電線側端子１２が電気的に接続されている。具体的に
、電線側端子１２は、電線１の中間３における被覆部１１を所定の範囲で除去することに
より剥き出しになった導体１０に対して接続されている。
【００３７】
　電線側端子１２は、導電性を有する金属板を加工することにより図示のような形状に形
成されている。電線側端子１２は、導体１１に直接接続される電線接続部１３と、この電
線接続部１３に連続する基板部１４と、基板部１４の側部に起立連成されて電子部品内蔵
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ユニット２の後述する第一接続部１５に接続される一対の電気接触部１６、１６と、同じ
く基板部１４の側部に起立連成されてカバー部材５に係止される一対の被係止部１７、１
７とを有している。
【００３８】
　一対の電気接触部１６、１６は、タブ状の部分であって、電線１の電線軸直交方向両側
で平行となるように配置されている。一対の電気接触部１６、１６は、電線接続部１３と
一対の被係止部１７、１７との間に配置形成されている。一対の被係止部１７、１７は、
一対の電気接触部１６、１６と同様、タブ状の部分であって、電線１の電線軸直交方向両
側で平行となるように配置されている。このような一対の被係止部１７、１７は、本形態
において、この一方のみに係止用の矩形状の貫通孔が形成されている。一対の電気接触部
１６、１６及び被係止部１７、１７は、カバー部材５の取り付けに対応する向きに合わせ
て突出するように形成されている。
【００３９】
　カバー部材５は、絶縁性を有する合成樹脂製の部材であって、電線側端子１２の部分に
おいて電線１に取り付くように形成されている。カバー部材５は、天井壁１８と、この天
井壁１８の縁部に形成される側壁とを有している。側壁に関しては、この側壁の内側が電
線収納部１９として形成されている。また、側壁の外側は（側壁自体は）、ケース７に差
し込まれてガイドするケース挿入ガイド部２０として形成されている。
【００４０】
　この他、側壁には、電線側端子１２の一対の電気接触部１６、１６に対応する位置に切
り欠き２１、２１が形成されている。また、側壁には、電線側端子１２の一方の被係止部
１７に対応する位置に可撓性を有するアーム状の係止突起２２が形成されている。さらに
、側壁には、ケース７に嵌合する略突起状のカバー側嵌合部２３が形成されている。
【００４１】
　引用符号２４、２４（一方のみ図示）は側壁に形成される電線支持部を示している。電
線支持部２４、２４は、電線側端子１２を挟む電線軸方向両側となる位置に対応するよう
に配置形成されている。電線支持部２４、２４は、Ｕ字状に切り欠かれて形成されている
。また、電線支持部２４、２４は、電線１を圧入状態で支持することができるように形成
されている（電線１の支持は圧入状態が好ましいが、カバー部材５を取り付けた時に、電
線１の水平状態を保つことができるのであれば、これ以外の構造であってもよいものとす
る。電線１の曲がりや斜め挿入等の防止に寄与することができれば良好であるものとする
）。
【００４２】
　ユニット本体６のケース７は、絶縁性を有する合成樹脂製の部材であって、電子部品収
納凹部２５と、この電子部品収納凹部２５に並ぶ嵌合接続凹部２６と、ヒンジ２７を介し
て電子部品収納凹部２５の開口縁部に連続する収納凹部カバー２８とを有している。電子
部品収納凹部２５及び嵌合接続凹部２６は、底壁２９と、この底壁２９の縁部に形成され
る側壁３０と、隔壁３１とにより囲まれて形成されている。電子部品収納凹部２５は、電
子部品８を収納するための凹状の部分として形成されている。嵌合接続凹部２６は、カバ
ー組付電線４が嵌合し、電気的な接続が行われる部分として形成されている。電子部品収
納凹部２５及び嵌合接続凹部２６は、隔壁３１によって隔てられている。
【００４３】
　側壁３０及び隔壁３１には、複数の係止部３２、３３、３４が形成されている。また、
側壁３０には、電線支持部３５、３５が形成されている。係止部３２、３３、３４は、収
納凹部カバー２８を係止するために形成されている。係止部３２、３３、３４は、電子部
品収納凹部２５の部分に形成されている。係止部３２、３３、３４は、側壁３０及び隔壁
３１を貫通するように形成されている。
【００４４】
　電線支持部３５、３５は、嵌合接続凹部２６の部分に形成されている。電線支持部３５
、３５は、Ｕ字状に切り欠かれて形成されている。電線支持部３５、３５は、カバー組付
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電線４の嵌合の際に電線１が差し込まれてこれを支持することができるように形成されて
いる
【００４５】
　隔壁３１には、電子部品脚支持部３６、３６が形成されている。電子部品脚支持部３６
、３６は、電子部品収納凹部２５に収納される電子部品８の、嵌合接続凹部２６にまでの
びる脚部３７、３７を支持するために形成されている。電子部品脚支持部３６、３６は、
Ｕ字状に切り欠かれて形成されている。
【００４６】
　嵌合接続凹部２６には、符号を省略するが、第一接続部１５を構成する中継端子３８に
対する固定部分と、アース端子９に対する固定部分と、第二接続部３９を形成するための
部分とが形成されている。第一接続部１５は、中継端子３８と、これに接触して導通する
一方の脚部３７とにより構成されている。また、第二接続部３９は、アース端子９の接続
タブ４０と、他方の脚部３７とにより構成されている。第一接続部１５及び第二接続部３
９に関しては後述する。
【００４７】
　収納凹部カバー２８は、電子部品収納凹部２５の開口部を覆うような形状に形成されて
いる。また、収納凹部カバー２８は、電子部品収納凹部２５に収納された後の電子部品８
の本体４１を押さえつけるような形状に形成されている。収納凹部カバー２８には、係止
部３２、３３、３４に引っ掛かる係止突起４２、４３、４４が形成されている。収納凹部
カバー２８における引用符号４５は、前記車両ボディに対する係止部を示している（形状
は一例であるものとする）。
【００４８】
　尚、図３、図４は、係止突起４２の係止状態を示すために収納凹部カバー２８の取り付
け位置を図１と異ならせて図示している。また、係止部４５の向きも変えて図示している
。
【００４９】
　第一接続部１５を構成する中継端子３８は、導電性を有する金属薄板を加工することに
より図示のような形状に形成されている。中継端子３８は、バスバー状の固定基板部４６
と、この固定基板部４６の側部に起立連成されて電線側端子１２の電気接触部１６、１６
に接触する一対のバネ接点４７、４７とを有している。また、中継端子３８は、本形態に
おいて、カバー部材５の向きに応じてカバー組付電線４の嵌合を規制するとともに、バネ
接点４７、４７の保護部としても機能する嵌合規制部４８、４８を有している。
【００５０】
　固定基板部４６は、嵌合接続凹部２６においてケース７の底壁２９に載置固定されるよ
うに形成されている。固定基板部４６には、ケース７の底壁２９に引掛かり中継端子３８
の嵌合接続凹部２６からの脱落を防止する固定爪４９が複数形成されている。バネ接点４
７、４７は、電線側端子１２に対し弾性的に接触するように形成されている。バネ接点４
７、４７は、本形態において、互いに近づく方向に凸となる「く」字状のアームとして形
成されている。嵌合規制部４８、４８は、バネ接点４７、４７を各々囲むような門形の形
状に形成されている。嵌合規制部４８、４８の先端部は、嵌合接続凹部２６の開口縁部に
対して引っ掛かるような屈曲した形状に形成されている。尚、第一接続部１５の形成につ
いては後述する。
【００５１】
　アース端子９は、導電性を有する金属板を加工することにより図示のような形状に形成
されている。アース端子９は、嵌合接続凹部２６内に存在する部分と、嵌合接続凹部２６
の開口縁部を介してケース７の外側にのびる部分とを有するように形成されている。嵌合
接続凹部２６に存在する部分は、ケース７の底壁２９に平行な前記接続タブ４０と、この
接続タブ４０に直交しケース７の側壁３０に平行な連結部５０とを有している。これに対
し、ケース７の外側にのびる部分は、ネジ止め用の貫通孔を有するアース部５１として形
成されている。アース部５１は、連結部５０に直交するように連成されている。
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【００５２】
　電子部品８は、図示のような略座布団形状の本体４１と、一対の脚部３７、３７とを有
している。電子部品８は、本形態において既知のコンデンサが用いられているが、この他
にダイオードや抵抗を用いてもよいものとする。電子部品８は、車両振動等によってガタ
ツキが生じない状態に保持されるようになっている。
【００５３】
　次に、上記構成に基づいて、カバー組付電線４の組み付け、ユニット本体６の組み付け
、及び電子部品内蔵ユニット２の組み付けについて説明する。
【００５４】
　カバー組付電線４に関しては、先ず、所望の位置となる電線１の中間３において、被覆
部１１を所定の範囲で除去し導体１０を露出させ、この露出させた導体１０に電線側端子
１２を接続する。次に、電線側端子１２の部分を覆うようにしてカバー部材５を電線１に
取り付けるとカバー組付電線４に関しての組み付けが完了する。カバー組付電線４は、予
め組み付けがなされるものとなる。
【００５５】
　カバー組付電線４の組み付けが完了すると、電線側端子１２の電気接触部１６、１６は
、カバー部材５の切り欠き２１、２１を介して露出する。また、電線側端子１２の一方の
被係止部１７は、カバー部材５の係止突起２２に係止される。この時、位置決めがなされ
る。電線側端子１２は、カバー部材５の電線収納部１９に収納されるような状態で係止さ
れる。電線側端子１２は、カバー部材５により保護される。電線１は、カバー部材５の電
線支持部２４、２４に支持される。カバー組付電線４は、電線１の水平状態を保った形状
で組み付けが完了する。
【００５６】
　ユニット本体６に関しては、先ず、ケース７の収納凹部カバー２８を開いて電子部品収
納凹部２５を開口状態にする。次に、嵌合接続凹部２６の所定位置に中継端子３８及びア
ース端子９を取り付ける。続いて、電子部品収納凹部２５に電子部品８の本体４１を収納
するとともに、電子部品８の脚部３７、３７の中間を電子部品脚支持部３６、３６に差し
込みつつ、脚部３７、３７の各先端側を嵌合接続凹部２６における中継端子３８の固定基
板部４６及びアース端子９の接続タブ４０の上に這わせて第一接続部１５及び第二接続部
３９を形成する。そして、最後に、収納凹部カバー２８を閉じて電子部品収納凹部２５の
開口縁部に係止させ電子部品８の本体４１を押さえ付けると、ユニット本体６に関しての
組み付けが完了する。
【００５７】
　電子部品内蔵ユニット２に関しては、カバー組付電線４の組み付け及びユニット本体６
の組み付け完了後に行われる。電子部品内蔵ユニット２は、カバー組付電線４をユニット
本体６の嵌合接続凹部２６に嵌合させ、これと同時に電気的な接続状態を形成することに
より組み付けが完了する。電子部品内蔵ユニット２は、予めカバー組付電線４の形成がな
されることから、このカバー組付電線４をワンタッチで本体６の嵌合接続凹部２６に嵌合
させることにより簡単に組み立てられる。
【００５８】
　嵌合接続凹部２６への嵌合に関しては、ケース挿入ガイド部２０の存在によりカバー部
材５がスムーズに嵌合接続凹部２６に案内されて嵌合が完了する。また、カバー部材５の
カバー側嵌合部２３が嵌合接続凹部２６に形成される貫通孔状の係止部５２に係止されて
嵌合が完了する。嵌合接続凹部２６への嵌合が完了すると、電線１は嵌合接続凹部２６の
電線支持部３５、３５にも支持される。尚、図７、図８はカバー部材５の向きが正規の向
きでなく、嵌合が規制される状態を示している。
【００５９】
　以上、図１ないし図８を参照しながら説明してきたように、本発明によれば、カバー組
付電線４を用いての嵌合及び接続になることから、従来と比べて作業性の向上を図ること
ができるとともに、電線１の挟み込みや電線側端子１２の傷付き等も防止することができ
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る。
【００６０】
　続いて、図９ないし図１２を参照しながらカバー部材及び電線側端子の他の例について
説明する。図９（ａ）はカバー部材の他の例を示す断面斜視図、図９（ｂ）は電線側端子
の他の例を示す斜視図、図１０はカバー部材の断面図、図１１（ａ）はカバー部材と電線
側端子との組み付け途中状態を示す断面図、図１１（ｂ）は組み付け後の断面図、図１２
は調芯に関する説明図である。尚、電線１及びユニット本体６は上述の形態と同じである
ものとする（これらの図示は省略するものとする）。
【００６１】
　図９及び図１０において、カバー部材６１は絶縁性を有する合成樹脂製の部材であって
、電線側端子６２の部分において電線１に取り付くように形成されている。カバー部材６
１は、天井壁１８と、この天井壁１８に連成される側壁とを有している。側壁に関しては
、この側壁の内側が電線収納部１９として形成されている。また、側壁の外側は（側壁自
体は）、ケース７に差し込まれてガイドするケース挿入ガイド部２０として形成されてい
る。
【００６２】
　側壁には、電線側端子６２の一対の電気接触部１６、１６に対応する位置に切り欠き２
１、２１が形成されている。また、側壁には、ケース７に嵌合する略突起状のカバー側嵌
合部２３（図１２参照）や、電線支持部２４、２４が形成されている。引用符号６３は電
子部品８の脚部３７、３７に対する逃がし部を示している。
【００６３】
　電線収納部１９には、側壁の内面に一体化するように端子挿入ガイド溝６４、６４が形
成されている。また、この端子挿入ガイド溝６４、６４の近傍には、それぞれ係止部６５
、６５が形成されている。尚、図９（ａ）は断面を含むことから、端子挿入ガイド溝６４
、６４及び係止部６５、６５は一方のみの図示となっている。
【００６４】
　端子挿入ガイド溝６４は、本形態において、一対の縦リブ６６、６６間の溝として形成
されている。端子挿入ガイド溝６４は、側壁の端部から天井壁１８側に向けて真っ直ぐに
形成されている。係止部６５は、本形態において、係止爪部６７、６７と、電線軸方向位
置決めリブ６８、６８と、補助リブ６９とを有する構成になっている。端子挿入ガイド溝
６４及び係止部６５は、電線側端子６２の固定に係る部分として、また、後述する調芯機
構を構成する部分として形成されている。
【００６５】
　電線側端子６２は、導電性を有する金属板を加工することにより図示のような形状に形
成されている。電線側端子６２は、導体１１に直接接続される電線接続部１３（加締めを
施すと図１のような状態になる）と、この電線接続部１３に連続する基板部１４と、基板
部１４の側部に起立連成されて第一接続部１５に接続される一対の電気接触部１６、１６
と、同じく基板部１４の側部に起立連成されてカバー部材６１に係止される一対の被係止
部１７、１７とを有している。
【００６６】
　電気接触部１６、１６は、タブ状の部分であって、電線１の電線軸直交方向両側で平行
となるように配置されている。電気接触部１６、１６は、電線接続部１３と被係止部１７
、１７との間に配置形成されている。被係止部１７、１７は、電気接触部１６、１６と同
様、電線１の電線軸直交方向両側で平行となるように配置されている。被係止部１７、１
７は、本形態において、それぞれ、係止爪引掛かり部７０、７０と、電線軸方向位置決め
凹部７１、７１と、挿入ガイドリブ７２とを有している。被係止部１７、１７の各部分は
、固定に係る部分として、また、後述する調芯機構を構成する部分として形成されている
。被係止部１７、１７の各部分は、カバー部材６１の係止部６５に対応するように配置形
成されている。
【００６７】
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　図１２において、電線側端子６２の被係止部１７、１７の幅間隔Ｗ１は、カバー部材６
１の縦リブ６６、６６の幅間隔Ｗ２よりも狭くなるように設定されている。これは、調芯
機構を機能させるために設定されている。
【００６８】
　上記構成において、カバー部材６１及び電線側端子６２の組み付けは、図１１に示す如
く、電線側端子６２の被係止部１７、１７の挿入ガイドリブ７２、７２をカバー部材６１
の端子挿入ガイド溝６４、６４に差し込んでスライドさせながら、被係止部１７、１７を
係止部６５、６５に嵌合係止させることにより行われる。被係止部１７、１７は、係止部
６５、６５の係止爪部６７、６７を乗り越えるような格好でスライドした後、係止爪部６
７、６７、電線軸方向位置決めリブ６８、６８、及び補助リブ６９と、係止爪引掛かり部
７０、７０及び電線軸方向位置決め凹部７１、７１とにより嵌合係止される。これにより
、電線側端子６２は、電線軸方向にガタ付きなく固定される。
【００６９】
　カバー部材６１及び電線側端子６２の組み付けが完了すると、上述の如く、被係止部１
７、１７の幅間隔Ｗ１は縦リブ６６、６６の幅間隔Ｗ２よりも狭い設定であることから、
図１２中の太矢印方向、すなわち電線軸直交方向にガタ付きが積極的に形成され、このガ
タ付きの範囲内で接続時の調芯が図られる（調芯機構の機能が発揮される）。具体的には
、中継端子３８のバネ接点４７、４７間の中心位置に対して接続位置が多少ずれたとして
も、積極的に形成される電線軸直交方向のガタ付きによって電線側端子６２の位置が調芯
されるようになる。従って、接続信頼性の向上を図ることができる。
【００７０】
　その他、本発明は本発明の主旨を変えない範囲で種々変更実施可能なことは勿論である
。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の電線と電子部品内蔵ユニットとの接続構造の一実施の形態を示す分解斜
視図である。
【図２】カバー組付電線の分解斜視図である。
【図３】（ａ）はユニット本体の斜視図、（ｂ）は（ａ）におけるバネ接点の拡大斜視図
である。
【図４】電線の中間に電子部品内蔵ユニットを取り付けた状態を示す斜視図である。
【図５】図４のＡ－Ａ線断面図である。
【図６】第一接続部を構成する中継端子の斜視図である。
【図７】カバー部材の向きを正規の向きとは異ならせて嵌合させようとする状態の図であ
る。
【図８】図７の状態からカバー部材の側壁が嵌合規制部に当接して嵌合が規制される状態
を示す図である。
【図９】（ａ）はカバー部材の他の例を示す断面斜視図、（ｂ）は電線側端子の他の例を
示す斜視図である。
【図１０】カバー部材の断面図である。
【図１１】（ａ）はカバー部材と電線側端子との組み付け途中状態を示す断面図、（ｂ）
は組み付け後の断面図である。
【図１２】調芯に関する説明図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　電線
　２　電子部品内蔵ユニット
　３　中間
　４　カバー組付電線
　５　カバー部材
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　６　ユニット本体
　７　ケース
　８　電子部品
　９　アース端子
　１２　電線側端子
　１５　第一接続部
　１９　電線収納部
　２０　ケース挿入ガイド部
　２３　カバー側嵌合部
　２４　電線支持部
　２５　電子部品収納凹部
　２６　嵌合接続凹部
　３７　脚部
　３８　中継端子
　３９　第二接続部
　４０　接続タブ
　４７　バネ接点
　４８　嵌合規制部
　６１　カバー部材
　６２　電線側端子
　６４　端子挿入ガイド溝
　６５　係止部
　６６　縦リブ
　６７　係止爪部
　６８　電線軸方向位置決めリブ
　６９　補助リブ
　７０　係止爪引掛かり部
　７１　電線軸方向位置決め凹部
　７２　挿入ガイドリブ
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